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本報告書本文中に用いる分析の結果を表す用語の取扱いについて 

 

本報告書の本文中「３ 分 析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりと

する。 

 

① 断定できる場合 

・・・「認められる」 

 

② 断定できないが、ほぼ間違いない場合 

・・・「推定される」 

 

③ 可能性が高い場合 

・・・「考えられる」 

 

④ 可能性がある場合 

・・・「可能性が考えられる」 

・・・「可能性があると考えられる」 
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航空事故調査報告書 

 

所  属  株式会社ソラシドエア 

型  式  ボーイング式７３７－８００型 

登録記号  ＪＡ８０７Ｘ 

事故種類  機体の動揺による客室乗務員の負傷 

発生日時  令和４年７月１６日 ０８時３７分 

発生場所  那覇空港から南西約１２０km の上空、ＦＬ２６０付近 

 

                                 令和５年１０月６日 

                           運輸安全委員会（航空部会）議決 

                            委 員 長  武 田 展 雄（部会長） 

                            委   員  島 村   淳 

                            委   員  丸 井 祐 一 

                            委   員  早 田 久 子 

                            委   員  中 西 美 和 

                            委   員  津 田 宏 果 

 

１ 調査の経過 

1.1 事故の概要  株式会社ソラシドエア所属ボーイング式７３７－８００型ＪＡ８０７Ｘは、令

和４年７月１６日（土）、同社の定期４１便として、那覇空港から新石垣空港へ

向けて飛行中、機体が動揺し、客室乗務員１名が負傷した。 

1.2 調査の概要 運輸安全委員会は、令和４年７月１６日、事故発生の通報を受け、本事故の調

査を担当する主管調査官ほか２名の航空事故調査官を指名した。事故機の設計・

製造国であるアメリカ合衆国に航空事故の発生の通知をしたが、代表等の指名は

なかった。 

原因関係者からの意見聴取及び関係国への意見照会を行った。 

 

２ 事実情報 

2.1 飛行の経過 全乗組員（運航乗務員２名及び客室乗務員４名）の口述及び同機の飛行記録装

置（ＦＤＲ）の記録によれば、飛行の経過は概略次のとおりであった。 

株式会社ソラシドエア所属ボーイング式７３７－８００型ＪＡ８０７Ｘ

は、令和４年７月１６日、機長ほか乗組員５名及び乗客１２９名の計１３５

名が搭乗し、同社の定期４１便として、０８時２４分に那覇空港から新石垣

空港へ向けて離陸した。 

０７時２０分ごろから実施した飛行前のブリーフィングにおいて、運航乗

務員は、気象情報を確認した。気象の状況は、那覇空港からの上昇及び新石

垣空港への降下に際しては大きな揺れはないものの、巡航中は、レーダーエ

コー*1 画像で確認した宮古島周辺の発達した雲の影響により、若干揺れるこ

とが予想された。機長は、折り返し便では、更に雲が発達して影響が大きく

なるので注意を要すること、他社便も含め揺れに関するパイロットレポート

は今のところ出ていないことなどの情報を副操縦士と共有した。また、巡航

                             
*1 「レーダーエコー」とは、気象レーダー装置から発射された電波が、雨粒や氷粒などに反射し、レーダー装置で受

信された反射波をいう。この反射波から降水域の分布や強度などを観測することができ、この降水域をエコーと呼ぶ

こともある。 
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高度は、気圧高度２６,０００ft（約７,９００ｍ、フライト・レベル（ＦＬ*2）

２６０）に決定した。運航乗務員は、機内通話装置により客室乗務員とブ 

リーフィングを行い、この情報を共有した。 

先 任 客 室 乗 務 員

は、同機に搭乗する

前に実施した客室乗務

員間でのブリーフィン

グで、揺れが予想さ

れ る 気 象 状 況 で あ

り、サービス時間も

短くなることが予想

されることから、機

内サービスは、温か

い飲物をカートで配

るのではなく、冷た

い飲物をトレーに載

せて配ることを３人

の客室業務員に指示していた。先任客室乗務員は、操縦室から伝えられた情

報から、予定どおりトレーを用いることを客室乗務員間で共有した。 

操縦室には、機長がＰＦ*3として左操縦席に、副操縦士がＰＭ*3として右操

縦席に着座していた。客室には、４名の客室乗務員が、次のとおり配置され

ていた。 

前方左側（Ｌ１）：先任客室乗務員 

前方右側（Ｒ１）：客室乗務員Ａ 

後方左側（Ｌ２）：客室乗務員Ｂ 

後方右側（Ｒ２）：客室乗務員Ｃ 

離陸後、機長は、飛行経路上に発達中の雲を視認したため、管制機関の許

可を得て、機首方位を２４０°から２１５°に変針し、上昇を継続した。機

長は、０８時３０分ごろ、気象状況を目視と機上気象レーダーで確認し、進

路上に発達した雲はなく、揺れもなかったので、シートベルト着用サインを

消灯した。 

シートベルト着用サインの消灯後、客室乗務員は、機内サービスを開始し

た。客室乗務員Ａは、１列目から、客室乗務員Ｃは、１５列目から後方に向

かってトレーを使って飲物を提供し始めた。また、先任客室乗務員は前方 

ギャレーで、客室乗務員Ｂは後方ギャレーで、補充する飲物を作って待機し

ていた。 

同機は、当初の飛行計画上の経路に向かうため、０８時３５分２８秒に管

制機関の許可を得て、機首方位を変針した。同機は、０８時３５分５０秒に

巡航高度のＦＬ２６０に到達した。変針後、機長は、進路前方に積乱雲はな

く晴れ間が見えており、揺れもない状態が続いているものの、目視で約 

                             
*2 「ＦＬ」とは、標準大気の気圧高度で高度計規正値を２９.９２inHg にセットしたときの高度計の指示（単位は ft）

を１００で除した数値で表される高度である。日本では通常１４,０００ft以上の飛行高度にはＦＬが使用される。例

として、ＦＬ２６０は２６,０００ft を表す。 

*3 「ＰＦ」及び「ＰＭ」とは、２名で操縦する航空機における役割分担からパイロットを識別する用語である。ＰＦ

は、Pilot Flying の略で、主に航空機の操縦を行う。ＰＭは、Pilot Monitoring の略で、主に航空機の飛行状態のモ

ニター、ＰＦの操作のクロスチェック及び操縦以外の業務を行う。 

図１ 推定飛行経路図 
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２,０００ft 下に見えた雲が、頂点は平らで、積乱雲のような形状ではな

く、発達してくるような感じではなかったが、感覚的に近いと思った。この

ため、機長は、安全を確保するために、ＦＬ２６０からＦＬ２８０まで上昇

して十分な高度差を確保しようと考えた。同機は、管制機関の許可を得て、

０８時３６分２５秒に上昇を開始したが、先ほどまで下方に見えていた雲

は、同機が上昇を開始した時点で、同機の進路上で発達し、同機の真下まで

迫っていた。同機は、０８時３６分４１秒に発達してきた雲の上を至近距離

で通過した瞬間に、身体を下に押さえつけるような動揺が生じた。 

この突然生じた動揺により、前方ギャレーで飲物を配り終えたトレーと飲

物を補充したトレーを交換していた先任客室乗務員と客室乗務員Ａは、ト 

レーを両手で持ったまま、転倒して尻もちをついた。その際、客室乗務員Ａ

は、左足を下にした横座りのような体勢になり、左足に痛みを覚えた。後方

ギャレーで飲物を準備したトレーをテーブルに置いて待機していた客室乗務

員Ｂは、ひざを曲げた体勢でしゃがみ込んだ。１７列目の乗客に飲物を配り

終えたところだった客室乗務員Ｃは、飲物の入った紙コップを散乱させなが

ら背中側に転倒して、尻もちをついた（図２）。 

 

乗客は、全員着席していて負傷した者はいなかった。 

機長は、思いもよらなかった雲の接近により一瞬の強い揺れが生じたもの

の、その後に継続した揺れはなく、目視と機上気象レーダーにより、今後の

進路上に影響を受けそうな雲や気流はないと考え、シートベルト着用サイン

は点灯しなかった。 

機長は、客室の状況を確認したところ、先任客室乗務員から、先ほどの動

揺により転倒した客室乗務員Ａが左足を負傷して業務の継続が不可能になっ

たので、３人での業務体制に移行する旨の報告を受けた。機長は、那覇空港

近辺には発達した雲があることから、このまま新石垣空港へ向かうことを決

断して、新石垣空港の運航管理担当者に、タービュランスによる動揺で、客

室乗務員１名が負傷したことを報告するとともに医療機関の手配を依頼し

た。 

同機は、０９時０４分に新石垣空港に着陸した。 

客室乗務員Ａは、石垣市内の医療機関において左足第５中足骨（左足甲の

一番外側にある小指につながる骨）の骨折と診断された。 

 

本事故の発生場所は、那覇空港の南西約１２０km（北緯２５度２０分４４秒、

東経１２６度５０分３３秒）の上空、ＦＬ２６０付近で、発生日時は、令和４年

７月１６日、０８時３７分であった。 

図２ 機体動揺時の客室乗務員の位置 
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2.2 死傷者 客室乗務員Ａ 重傷（左足第５中足骨骨折） 

2.3 損壊 なし 

2.4 乗組員等 

 

(1) 機長 ３４歳 

定期運送用操縦士技能証明書（飛行機）      令和３年５月１８日 

限定事項 ボーイング式７３７型       平成２５年８月２９日 

第１種航空身体検査証明書      有効期限 令和４年１１月１２日 

総飛行時間                  ７,０５４時間５８分 

最近３０日間の飛行時間              ９０時間０６分 

同型式機による飛行時間            ６,４７５時間３０分 

最近３０日間の飛行時間              ９０時間０６分 

(2) 副操縦士 ２７歳 

事業用操縦士技能証明書（飛行機）       平成２９年５月２６日 

限定事項 ボーイング式７３７型        令和２年８月２９日 

計器飛行証明（飛行機）            平成３０年３月３０日 

第１種航空身体検査証明書        有効期限 令和５年３月６日 

総飛行時間                   １,６８８時間４８分 

図３ ＦＤＲの記録 
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最近３０日間の飛行時間              ６６時間１９分 

同型式機による飛行時間             １,４２１時間１３分 

最近３０日間の飛行時間              ６６時間１９分 

2.5 航空機等 航空機型式：ボーイング式７３７－８００型 

製造番号：３９４３１、製造年月日：平成２５年６月２８日 

耐空証明書：第東－２７－１５９号、有効期限 平成２７年６月２６日から整備

規程（スカイネットアジア航空株式会社*4）の適用を受けている期間 

本事故当時、同機の重量及び重心位置は、いずれも許容範囲内にあった。 

2.6 気象 (1) 事故発生空域の気象 

令和４年７月１６日０９時の速報天気図（図４）によれば、低気圧が九州

北部にあって、停滞前線が東シナ海にのびていた。前線の南側となる南西諸

島付近では発達した対流雲*5 域が散在し、１６日０６時の国内悪天解析図（図

５）では、宮古島の南東の海上に、雲頂高度ＦＬ４３０付近まで発達した積

乱雲が、東北東へ移動中であることが解析されていた。 

 

機長が飛行前のブリーフィングで確認した、１６日０９時の国内悪天予想

図（図６）では、当該空域に悪天域は予想していなかった。 

０８時３５分の衛星可視画像（図７）によると、事故発生地点付近は、発

達した対流雲域の北東部に当たる。レーダーエコー合成図のエコー頂高度に

よる、事故発生地点付近の雲頂高度は、０８時３０分では５～６km（ＦＬ 

１６４～ＦＬ１９７）を示す濃い緑色（図８）から、０８時３５分では８～

９km（ＦＬ２６２～ＦＬ２９５）を示す黄緑色（図９）に、同機が通過した

後の０８時４０分では９～１０km（ＦＬ２９５～ＦＬ３２８）を示す黄色、

一部は１１～１２km（ＦＬ３６１～ＦＬ３９４）を示す桃色まで変化してい

る（図１０）。また、レーダーエコー合成図による事故発生地付近の０８時

３５分のエコー強度は、黄緑色の２４～３２mm/h を示している（図１１）。 

                             
*4 「スカイネットアジア航空株式会社」とは、平成２７年１２月１日に株式会社ソラシドエアに変更する以前の社名

で、耐空証明書は平成２７年６月２６日に交付されたものである。 

*5 「対流雲」とは、鉛直方向に上昇流が発生しているときにできる雲のことである。 

図４ 速報天気図１６日０９時 

（抜粋） 
図５ 国内悪天解析図１６日０６時 

（１６日０６時２１分発表・抜粋して拡大） 
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図６ 国内悪天予想図１６日０９時（１６日０３時１７分発表） 

図７ 衛星可視画像及び推定飛行経路の合成図（０８時３５分） 

図８ エコー頂高度 

（０８時３０分） 

図９ エコー頂高度 

（０８時３５分） 

図１０ エコー頂高度 

（０８時４０分） 
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(2) 国内悪天解析図及び国内悪天予想図 

国内悪天解析図と国内悪天予想図については、気象庁のホームページでは

次のように紹介されている。 

・国内悪天解析図 

 気象レーダーや気象衛星画像に、航空機から通報された乱気流や着

氷などの実況を重ね合わせ、それに予報官によるジェット気流の解析や

悪天域に関する簡潔なコメント文を加えた図情報です。国内航空機の主

な運航時間となる 6 時から 21 時（日本時間）まで 3 時間ごとに一日 6 回

作成しています。 

・国内悪天予想図 

 地上からおよそ 150hPa 気圧面（約 14,000m）までの高度に予想され

る、雷電や乱気流など航空機の運航に重要な影響を及ぼす悪天域、地上

の低気圧・高気圧などの位置や中心気圧、移動方向・速度、前線、

5,000ft（約 1,500m）と 10,000ft（約 3,000m）の 0℃の等温線などの予想

を図示したもので、6 時間ごとに一日 4回作成しています。 

2.7 その他必要な

事項 

(1) 積乱雲の回避 

「ＡＩＭ－Ｊ」（日本航空機操縦士協会発行 第７７号（２０２３年前期

版）、項目番号８５１）には、積乱雲（雷雨域）を回避するための飛行につ

いて、次の記載がある。（抜粋） 

ｆ．雷雨域の飛行 

ａ）水平回避：積乱雲を回避する場合、通常は迂回することが最も容

易であり、安全度も高いと考えられる。SEVERE と判断される雷雨や

強烈なレーダーエコーは２０マイル以上避けることが望ましい。ま

た、可能な限り積乱雲の風上側を通過する方が良い。 

（中略） 

積乱雲は発生した季節（高温/低湿期）、地域（湿潤/乾燥地帯）

によって、雲頂高度や雲内の降水粒子の構成にも差が生じるために

レーダーエコーの強度や形状だけではその勢力を正しく判断できな

いことがある。 

（中略） 

ｂ）雷雲の上の飛行：雷雲の上５,０００フィートをクリアできなけれ

ば迂回した方が良い。 

 

図１１ エコー強度（０８時３５分） 
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３ 分析 

(1) 気象 

図７及び図８の５分間隔のエコー頂高度による、事故現場付近の対流雲は、０８時３０分の高度

５km から０８時３５分の９km まで、最大変化量は５分間で４km である。この変化量を上昇率で表

すと、約２,６００ft/min となる。 

０８時３５分２８秒に、同機が変針し始めた後、０８時３６分４１秒に本事故が発生するまでの

間、機長が避けようとした約２,０００ft 下方に見えていた雲の雲頂高度は、最大で約３,２００

ft上昇し、２７,０００ft 付近まで達していた可能性が考えられる。 

このため、同機は、下方に見えた同対流雲を視認してから上昇して回避する手段では、同対流雲

の発達速度が早かったことで回避が間に合わず、動揺を避けることはできなかったものと考えられ

る。また、宮古島南東から雲頂高度がＦＬ４３０付近に達する積乱雲が移動中であることが解析さ

れていたことも踏まえると、同機は、同対流雲を回避するためには、垂直方向ではなく、水平方向

に回避することを考慮する必要があったものと考えられる。 

同機が垂直回避したことについては、進行方向に雲はなく、気流も安定しており、機長が視認し

た雲は、積乱雲の形状ではなかったことから、更に高度を上げて距離を十分取れば、計画飛行経路

に向かったまま、雲を避けて飛行できると判断したことによるものと考えられる。 

積乱雲を回避するためには、飛行前の気象情報の入手と分析による飛行経路の選択、飛行中は風

向・風速や外気温の変化及び目視だけでなく機上気象レーダーを活用し雲の状態等を把握するなど

を行うとともに、それらの情報に基づき状況に応じて安全な回避方法を選択する方法について、検

討しておくことが必要と考えられる。また、積乱雲の周辺に存在する雲は、積乱雲に見えなくて

も、急速に発達することがあるので、十分な高度差を維持できない場合は、水平方向に避けること

が望ましいと考えられる。水平方向への回避が困難で、垂直方向に回避を行う場合には、事前に客

室乗務員にも情報を提供するとともに、シートベルト着用サインを点灯するなど、客室の安全を確

保してから行うことが望ましい。 

(2) 機体の動揺による客室乗務員の転倒 

ＦＤＲの記録によれば、同機が発達する対流雲の上を至近距離で通過した０８時３６分４１秒に

垂直加速度は＋２.０５３Ｇを記録している。このとき生じた、身体を下に押さえつけるような動

揺により、両手でトレーを持って立っていた客室乗務員Ａは、身体を支えられないまま瞬間的に転

倒し、左足を下にした横座りのような体勢になったことで、左足を負傷したものと推定される。 

 

４ 原因 

本事故は、同機が発達中の対流雲の上を通過した際に生じた身体を下に押さえつけるような動揺に

より、客室乗務員Ａが左足を下にした横座りのような体勢で転倒したため、左足を負傷したものと推

定される。同機が発達中の対流雲の上を通過したことについては、下方に見えていた雲が急速に発達

する可能性を予想することができず、上空を通過したことによるものと推定される。 

 

５ 再発防止策 

5.1 必要と考えら

れる再発防止策 

「３ 分析」に記載したとおり、積乱雲を回避するために、飛行前の気象情報

の入手と分析による飛行経路の選択、飛行中の気象状況の変化を把握し、目視だ

けでなく機上気象レーダーにより雲の状態等を把握するなど、より安全に回避す

る方法を選択する手法について、改めて確認することが必要と考えられる。 
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5.2 本事故後に講

じられた再発防

止策 

同社は、以下の再発防止策を講じた。 

(1) 安全に関する周知 

① 安全統括管理者は、本事故発生後速やかに、同社全員に対して、事故の

概要を周知した。また、安全が最優先事項であることを再確認するととも

に、「飛行の安全」、「お客様の安全」及び「作業の安全」を徹底するよ

う、注意喚起した（令和４年７月１６日）。 

② 客室乗務部は、客室乗務員がタービュランスに遭遇した際に身の安全を

最優先するために、機内サービス中の揺れに対する対処方法について、周

知した。（令和４年８月２２日）また、Cabin Attendant Manual を更新し

て、客室乗務員が機内サービス中にタービュランスに遭遇した場合の対応

を追記するなど、客室乗務員の安全確保の具体的な手順を定めた（CA 

Bulletin の発行 令和４年８月２４日、Manual への反映 令和４年１０月

１日）。 

③ 運航安全推進室は、運航乗務員に対し、社内資料「FLIGHT SAFETY NEWS」

を配布し、気象情報の詳細な分析と予測による安全策を取ること機上気象

レーダーを使った雲の状態の把握と回避方法の決定、発達した雲を回避す

るときは、垂直回避は最後の手段とすること及び客室サービス中の客室乗

務員と連絡を密にして、注意喚起を行うことでリスク認識を共有すること

などについて、周知徹底を図った。（令和４年８月２２日） 

(2) 未然防止 

① 地上運航従事者に対し、計画された経路上や経路付近でLight Plus（一般

的に、機内サービスの実施には非常に慎重さを要し、一時的ではあるが実

施を見合わせる程度の揺れ）以上のタービュランスが報告された場合は、

関係便に速やかに情報提供することを徹底した。 

② 揺れに対して共通認識を持ち、運航乗務員と客室乗務員が情報共有を密

に行うために、合同ディスカッションを定期非常救難訓練の科目に定め、

全ての運航乗務員及び客室乗務員を対象として実施する計画を立てた。 

 


